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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長い部材を敷設および保護し、部材に音響バリアを与えるための自動巻き付きスリーブ
であって、
　前記スリーブの長手方向軸に沿って延在する対向辺を有する、不織の長いポリエステル
壁を備え、
　前記辺は、外部から加えられる力がないと、前記長手方向軸の周りに自動に巻き付いて
管状の空洞を規定し、
　前記辺は、長い部材の挿入または取出のために前記空洞を露出するように、外部から加
えられる力の下で互いから離れるように伸長可能であり、
　前記辺は、外部から加えられる力が除かれるとその自動巻き付き位置に戻り、長い部材
を収容するため、およびそれらが可聴ノイズを発生するのを抑えるための前記管状の空洞
を再び規定し、
　前記壁の厚みは、前記厚みの少なくとも一部を貫通してニードルフェルトされ、
　前記一部は、もつれたポリエステル繊維を有し、
　前記壁の厚みは、前記壁の密度を増加するように圧縮されている、自動巻き付きスリー
ブ。
【請求項２】
　前記対向辺は、その自動巻き付き位置において互いに重なり合う、請求項１に記載の自
動巻き付きスリーブ。
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【請求項３】
　前記ポリエステルはポリエチレンテレフタレートである、請求項１に記載の自動巻き付
きスリーブ。
【請求項４】
　前記ポリエチレンテレフタレートは、約９０％の標準ＰＥＴおよび約１０％の低融点Ｐ
ＥＴを備える、請求項３に記載の自動巻き付きスリーブ。
【請求項５】
　長い部材を敷設および保護するため、および長い部材からのノイズ発生を防止するため
に用いられる自動巻き付きスリーブを構成する方法であって、
　予め定められた当初の厚みを有する不織加工材料製のシートを設けるステップと、
　予め定められた深さまでシートをニードルフェルトするステップと、
　ニードルフェルトされたシートを管状形状に形成するステップと、
　シートを前記管状形状に熱硬化するステップとを備え、
　前記ニードルフェルトされたシートを形成するステップは、前記シートの当初の厚みを
、前記当初の厚みより薄い最終の厚みに縮小するステップを含む、方法。
【請求項６】
　当初の厚みを、前記当初の厚みより小さい距離を互いに空けられた１対の板の間で少な
くとも部分的に縮小するステップをさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記形成するステップにおいて、予め定められた直径の心棒の周りに前記シートを巻く
ステップをさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記形成するステップにおいて、前記シートの対向端縁を互いに重なり合う関係に巻く
ステップをさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記端縁を前記重なり合う関係に維持するために前記シートを熱硬化するステップをさ
らに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　長い部材を敷設および保護するため、および長い部材からのノイズ発生を防止するため
に用いられる自動巻き付きスリーブを構成する方法であって、
　予め定められた当初の厚みを有する不織加工材料製のシートを設けるステップと、
　前記シートを減少された厚みに圧縮するステップと、
　圧縮されたシートを管状形状に形成するステップと、
　シートを前記管状形状に熱硬化するステップとを備え、
　前記圧縮するステップは、前記シートをニードルフェルトし、前記シート内の個々の繊
維をもつれさせるステップを含む、方法。
【請求項１１】
　当初の厚みを、前記当初の厚みより小さい距離を互いに空けられた１対の板の間で圧縮
し、前記１対の板の間でニードルフェルトを行うステップをさらに含む、請求項１０に記
載の方法。
【請求項１２】
　前記形成するステップにおいて前記シートの対向端縁を互いに重なり合う関係に巻き、
熱硬化するステップを介してそれらをその重なり合った関係に維持するステップをさらに
含む、請求項１０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２００６年４月１０日に提出された米国仮出願連続番号６０／７９０，７３
３の利益を主張するものであり、当該出願の全体が引用により援用される。
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【０００２】
　発明の背景
　１．技術分野
　本発明は一般に長い部材を保護するためのスリーブに関し、特に、その中に長い部材を
受けるための不織自動巻き付き音響保護スリーブに関する。
【背景技術】
【０００３】
　２．関連技術
　自動車、航空機または航空宇宙機などの乗物においてスリーブ内に保持されるワイヤお
よびワイヤハーネスは、乗物の使用中に望ましくないノイズを生じ得ることが知られてい
る。ノイズは典型的に、ワイヤまたはハーネスのスリーブおよび／または隣接する構成要
素に対する振動が原因であり、振動は、乗物内の振動している構成要素に、および自動車
車両の場合は地面上の車両の移動に起因する。したがって、ワイヤおよびワイヤハーネス
をサウンドマスクテープで螺旋状に巻いて、ノイズ発生の可能性を減らすのが慣例である
。しかし、テープの利用には多大な労力がかかり、したがって費用がかかる。また、テー
プの外観は、テープが摩耗するにつれて特に時間とともに見苦しくなり得る。さらに、稼
動時、テープのために、巻かれたワイヤに容易にアクセスすることが困難になり得る。
【０００４】
　テープの利用以外に、ワイヤの周りの織り、組み、または編み物スリーブの形態で音響
保護を組込んでノイズ発生の可能性を減らすことが公知である。スリーブは典型的に、選
択されたモノフィラメントおよびテクスチャード加工のマルチフィラメントポリエステル
糸などのノイズ抑制材料で製造される。スリーブは、ワイヤの周りに巻かれて固定される
か、または自動巻き付きスリーブ構成として利用されるかのいずれかである。巻かれて固
定される場合、留め具のための、および留め具をスリーブに取付ける際に追加費用が発生
する。さらに、ワイヤの周りにスリーブをしっかり固定するために付加的な労力および／
またはプロセスを典型的に伴う。したがって、これらのスリーブは使用時のノイズ発生を
抑制するのに便利であることが一般に分かっているが、これらは織られ、編まれ、または
組まれており、またスリーブに留め具を取付けるため、およびワイヤの周りにスリーブを
しっかり固定するために追加費用が発生することを考えると、製造するのに比較的費用が
かかり得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この発明に従って製造される音響スリーブは、上述の先行技術のいずれの限定事項も克
服するかまたは極力少なくし、スリーブ内に保持される長い部材によるノイズ発生を抑制
する可能性を高める。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　発明の要約
　本発明の１つの局面は、長い部材を敷設および保護し、長い部材の振動または他の種類
の動きに起因するノイズ発生を抑制するための、弾性の不織音響スリーブを提供する。ス
リーブは、長手方向軸の周りに自動に巻き付いて全体的に筒状の空洞を規定する対向辺を
有する長い壁を有する。対向辺は、長い部材を径方向に空洞内に配置でき、または空洞か
ら取出せるよう、外部から加えられる力の下で互いから離れるように伸長可能である。部
分的に開いた空洞内に長い部材を配置すると、外力が除かれ、それによって壁の対向辺が
その自動巻き付き位置に戻り、ワイヤを囲んでワイヤがノイズを発生するのを抑えること
ができる。
【０００７】
　スリーブの壁を形成する不織材料は加工プラスチック材料であり、好ましくはポリエス
テル製であり、より好ましくはポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製である。壁は、
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音響減衰器として作用する機械的に絡み合った不織繊維を有する好適な厚みを有して構成
されると共に、管状形状に自動に丸まる。したがって、乗物内に振動が存在する場合、壁
の厚みおよび構成が振動を吸収または減衰して、スリーブに収容される長い部材が振動に
よってノイズを発生することを防止する。長い部材が振動する場合、壁が、振動に起因す
るノイズを減衰する。長いワイヤを最大限に物理的に保護し、スリーブによって与えられ
る減衰可能性を最大限にするため、スリーブの対向辺は好ましくは自ら丸まって互いに重
なり合う。したがって、空洞内の長い部材は、スリーブの壁によって形成される空洞内に
囲まれて完成する。
【０００８】
　本発明の別の局面は、長い部材を保護し、その中の長い部材に起因するノイズ発生を防
止するための自動巻き付きスリーブを構成する方法を含む。この方法は、予め定められた
厚みを有する不織ポリエステル材料製のシートを設けるステップと、このシートの厚みを
予め定められた厚みに圧縮するステップとを含む。次に、圧縮された壁を管状形状に形成
して、その後、壁を管状形状に熱硬化する。次に、任意で、管状シートを最終用途のため
の所望の長さに切断する。加熱および切断ステップは、所望の通りにどのような順序であ
ってもよいことを認識すべきである。本発明のさらなる局面では、シートの厚みは好まし
くはニードルフェルトプロセス中に少なくとも部分的に減少され、シートの個々の繊維が
互いにもつれ合い、シートの密度が増大する。
【０００９】
　したがって、本発明に従って作製される自動巻き付き不織スリーブは、スリーブ内に収
容される長い部材のための音響バリアとして作用し、したがって、望ましくない音波の伝
達を防止するよう作用する。スリーブは、スリーブを形成する不織物のサイズを調整する
ことによって、実質上どのようなパッケージサイズにも対応するよう構成され得る。所望
であれば、スリーブにさまざまな閉止メカニズムを備え付けてもよいが、スリーブは好ま
しくは自動巻き付き構成として用いるのに好適に形づくられる。さらに、本発明に従って
製造されるスリーブは、その保護強度またはその音響バリア有効性に影響を与えることな
く３Ｄにおいて可撓性を有し、それによってスリーブを、比較的狭い空間全体にわたって
必要に応じて敷設することができる。
【００１０】
　これらおよび他の目的、特徴および利点が、現在の好ましい実施例およびベストモード
の以下の詳細な説明、添付の請求項、および添付の図面に鑑みて当業者に容易に明白にな
るであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　好ましい実施例の詳細な説明
　図面をより詳細に参照して、図１は、本発明の１つの現在の好ましい実施例に従って構
成される不織スリーブ１０を示す。スリーブ１０は、不織材料で構成され、かつ自動巻き
付き管状構造に形成されてその自動巻き付き構造にあるときに囲まれた内部空洞１６を規
定する壁１２を有する。空洞１６は管状であり、長手方向軸１８に沿って容易にアクセス
可能であるため、たとえばワイヤ１９またはワイヤハーネスなどの長い部材を、径方向に
軸１８に向かって空洞１６内に容易に配置することができ、逆に、稼動時などに空洞１６
から取出すことができる。壁１２を形成する不織材料は、耐摩耗性の、可撓性の、弾性の
、音響減衰ポリエステル材料であり、１つの現在の好ましい実施例では、限定されない一
例としてＰＥＴ製である。したがってスリーブ１０は、空洞１６内の長い部材１９を摩耗
および損傷から保護するのに好適であると同時に、長い部材１９がガタガタ音を立てたり
軋んだりするか、またはそうでなければ望ましくないノイズを生じることを抑える。
【００１２】
　スリーブ１０は、対象とする用途の所望の通りに、いずれかの所望の長さ、およびさま
ざまな最終の壁の厚み１４、および異なる密度を有して構成され得る。限定されない一例
として、図１のスリーブの壁１２は、軽量用途については１平方フィート当たり約０．６
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オンスのＰＥＴで構成され得、重量用途については１平方フィート当たり約１．５オンス
のＰＥＴで構成され得る。さらに、９０％の標準ＰＥＴおよび１０％の低融点ＰＥＴから
成るＰＥＴ材料を用いると音響スリーブ用途の性能が高まることがわかっている。したが
って、用途に依存して、スリーブ１０は、ワイヤの予め定められた横方向の断面積を収容
するための十分な体積を空洞１６に与えるために好適な内径の内面２１を与えつつ、比較
的小さい外径を有して構成され得る。用途がより過酷である場合は、壁１２の厚み１４を
増加させることが必要であり得る。また、壁の厚み１４を増加させると、典型的にスリー
ブ１０にさらなる剛性が与えられ、したがって、増加した数および直径のワイヤを収容す
るための適切な剛性および強度をスリーブ１０に与えつつ、より大きな空洞１６を構成す
ることができる。
【００１３】
　壁１２は、開口部２８を規定する対向端２４、２６で終結する、軸１８に沿って延在す
る対向辺２０、２２を有する。壁１２がその自動巻き付き構造にあり、外部から加えられ
る力が全体的にない場合、辺２０、２２は好ましくは少なくとも若干互いに重なり合って
空洞１６を完全に囲み、したがって、空洞１６に収容されるワイヤ１９を最大限に保護す
る。
【００１４】
　辺２０、２２は、空洞１６を少なくとも部分的に露出するように、外部から加えられる
力の下で互いから離れるように容易に伸長可能である。したがってワイヤ１９を、組立時
に空洞１６内に容易に配置するか、または稼動時に空洞１６から取出すことができる。外
部から加えられる力が除かれると、辺２０、２２は、空洞１６内のワイヤ１９が内面２０
とぶつからないという条件で、その自然な、重なり合う自動巻き付き位置に自動的に戻る
。空洞１６は、ワイヤ１９の周りに密着したフィット性を与えて空洞１６内のワイヤ１９
の過度な径方向の動きを防止するようサイズ決めすることができ、それによってワイヤ１
９がガタガタ音を立てたり互いに擦れ合ったりする可能性を減らすことができることを認
識すべきである。したがって、当接するワイヤ１９間の擦れ合いまたは動摩擦を減らすこ
とができ、それによって使用時の摩耗を減少させ、したがってワイヤ１９の有用寿命を延
ばすことができる。
【００１５】
　本発明の別の局面は、長い部材１９の動きに起因するノイズ発生を保護および防止する
ために用いられる自動巻き付きスリーブ１０を構成する方法を含む。この方法は、ＰＥＴ
などの当初の予め定められた厚み３２の材料であって、音響用途では好ましくはたとえば
約１０％の低融点ＰＥＴを含む材料製のシート３０を設け、好ましくは１対の平行板３４
と３６との間にシート３０を供給して、シートの厚みを予め定められた当初の厚み３２か
らより薄い厚みに、あるいは最終の厚み１４に圧縮するか減少させる。シート３０は供給
時にベッド３５上に支持され得、これは、並進のためにシートを支持するアイドラベッド
であってもよいし、またはベッド３５を駆動してシート３０の並進を促進してもよい。ま
た、この供給は、たとえば板３４、３６の下流に位置する１対のローラ３３を介してシー
トを引抜くことによって促進され得る。シート３０の厚みの当初の厚み３２から最終の厚
み１４への減少を促進するため、および壁１２のノイズ減衰容量を高めるため、シートは
好ましくは、ニードルフェルト織機３８などのニードルフェルト装置（図２）を用いたニ
ードルフェルトプロセスにかけられ、ニードルフェルトはここでは、たとえば板３４と３
６との間で起こるとして表わされている。
【００１６】
　ニードルフェルトプロセス時、ポリエステル材料３０の繊維に、たとえば、材料３０の
幅１メートル当たり約４０００本の針などの複数の針４０（図２および図３）が突刺し往
復運動で突き通されて、材料３０を構成する個々の繊維をもつれさせる。ニードルフェル
トプロセス時、シートの厚みは、板３４と３６との間でスリーブ壁１２のほぼ最終の厚み
１４にまでさらに圧縮される。針４０は、壁１２の厚みの部分的な貫通から壁１２の厚み
の完全な貫通に及ぶ予め定められた深さまで、壁１２を貫通し得る。図３に示されるよう
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に、針４０は、シート３０内の個々の繊維のもつれを促すように構成され、典型的に横方
向の断面において三角形であり、かえし４２が３つの端４４から横方向に外側に延在して
いる。所望の最終の材料特質に依存して、針４０の数および種類、材料３０への針４０の
貫通の深さ、針４０の間隔、ならびに装置３８を介した材料３０の供給速度は異なり得る
。さらに、たとえばダウンパンチ、アップパンチ、またはダブルパンチなどの異なる種類
のニードルフェルト装置が用いられ得る。
【００１７】
　ＰＥＴシート３０をニードルフェルトすると、たとえば心棒の周りに材料３０を巻き付
けるなどによって、シート３０の一部が巻かれるか、または予め定められたサイズの管状
形態に形成され得る。材料３０の管状形態は次に、その管状形態にある間に加熱され得、
それによってシート部分３０が熱硬化されて、心棒から取外されても管状形状を保つ。所
望の通りに、シート部分を管状構成に形成するのにどのような好適な加熱形成プロセスを
用いてもよいことを認識すべきである。さらに、加熱温度は、材料３０を永久的に熱硬化
するために十分高いように選択されることを認識すべきである。管状部分３０は熱硬化さ
れると、最終用途のための所望の高さに切断され得る。もちろん、所望であれば、シート
部分３０を熱硬化された管状形態に形成する前に、分かれたシート部分３０をスリーブ１
０の所望の最終の長さに切断してもよい。
【００１８】
　心棒の周りに管状形状を形成する代わりに、引出し成形プロセスにおいてたとえばロー
ラなどの１対の部材の間で材料３０を引張るなどして、シート３０の部分を予め定められ
たサイズの管状形態に構成することができる。引出し成形時、ローラの個々の速度および
／またはローラの周りのシート３０の供給方向を調節するなどによって、シート３０を長
手方向軸１８の周りに丸めることができる。丸まり程度は好ましくは、対向辺２０、２２
が互いに若干重なり合うように制御される。材料３０を丸めると、または材料３０を丸め
ている間、熱処理プロセスを用いて管状材料３０をその管状形態に熱硬化することができ
る。
【００１９】
　さらに、その中に螺旋形状のパターンを有するジグを用いてシート３０を最終の自動巻
き付き形状に形成する、自動巻き付きスリーブ１０を形成する別の方法が考えられる。た
とえば外側の辺２２などのシート３０の１つの辺がジグの溝内に配置されて辺２２を全体
的に静止した姿勢で維持し得る一方で、他方の辺２０は、外側の辺２２に対して全体的に
螺旋形の内側経路内において、ジグ内の螺旋形状のパターンに丸められるか、または回転
し得る。対向辺２０、２２は互いに対して回転して、対向辺２０、２２が好ましくは互い
に重なり合う所望の丸まり程度がシート３０に与えられる。所望の螺旋形状に形成される
と、材料３０は十分に加熱されて、図１に示されるような所望の自動巻き付き熱硬化形状
の程度を保つことができる。
【００２０】
　本発明に従って構成されるスリーブ１０の音響減衰特性が試験され、現在公知の織り、
編み、および組み音響スリーブ構成と比較して好ましい結果が報告されている。「打撃モ
ード」試験と称される１つのそのような試験は、垂直に支持された金属板と、試験中のス
リーブ１０の区分を支持するためにこの板から間隔を空けられた揺動取付具とを有する台
に対して行なわれる。取付具は旋回アームを有し、この上にスリーブ１０が支持される。
スリーブが旋回アーム上に支持された状態で、アームは予め定められた角度、限定されな
い一例として約９０度旋回して全体的に水平な姿勢になり、その後離される。アームは引
力によって下方に揺動し、それによってスリーブ１０が金属板に衝突する。その結果、ス
リーブ１０が板に衝突する際にノイズが生じる。いずれかの標準的なノイズ監視装置を用
いて、デシベル（ｄＢ）でのノイズレベルが監視される。
【００２１】
　上述の打撃モード試験の結果が、図４において棒グラフで示される。このグラフは、ｄ
Ｂで表わされる減衰されたノイズレベルの大きさを縦軸に、試験された異なる種類のスリ
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ーブを横軸に有する。異なる棒は番号１～７であり、棒１～４は異なる織物スリーブ製品
を表わし、棒５は１平方フィート当たり約１．５オンスである不織ＰＥＴで本発明に従っ
て構成されるスリーブを表わし、棒６～７は、それぞれ３ｍｍおよび５ｍｍの厚みのウレ
タンで構成されるスリーブを表わしている。示されるように、棒５の不織ＰＥＴスリーブ
は、試験されたすべての他の織スリーブおよびウレタンスリーブより実質的に高いｄＢノ
イズレベルを減衰する能力を証明した。
【００２２】
　実施された別の音響試験は「振動モード」試験と称される。振動モード試験は、その上
に物体を載せるためのプラットフォームを有する振動装置を用いて行なわれる。振動の周
波数は変圧器などの計器パネルを介して較正され得、ノイズレベルは標準的なｄＢ測定装
置を介して監視される。試験の各々において、均一のワイヤハーネスが、同様にサイズ決
めされた異なる構成のスリーブに挿入され、次にプラットフォーム上にスリーブが置かれ
た。各試験は同一の振動周波数で実施され、結果として生じるノイズレベルは標準的なｄ
Ｂ測定装置を介して監視された。
【００２３】
　この振動モード試験の結果が、図５において棒グラフで示される。このグラフは、ｄＢ
で表わされる減衰されたノイズレベルを縦軸に、試験された異なる種類のスリーブを横軸
に有する。異なる棒は番号１～７であり、棒１～２は異なる織物スリーブ製品を表わし、
棒３は組物スリーブを表わし、棒４および５は、それぞれ１平方フィート当たり約０．６
オンスのＰＥＴおよび１平方フィートＰＥＴ当たり約１．５オンスのＰＥＴで図１に全体
的に示されるような本発明に従って構成されるスリーブを表わし、棒６～７は、それぞれ
２ｍｍおよび４ｍｍの厚みのウレタンで構成されるスリーブを表わしている。ここでもま
た、試験の結果によって表わされるように、本発明の現在の好ましい実施例に従って構成
される棒４および５のＰＥＴ不織スリーブは、試験されたすべての他の織りおよび編み物
スリーブより高いｄＢノイズレベルを減衰する能力を証明した。もちろん、打撃モード試
験および振動モード試験は科学的手法を用いて行われ、したがって認定された防音室で実
施されたことを認識すべきである。
【００２４】
　したがって、本発明に従って構成されるスリーブ１０は、たとえば車両のエンジンコン
パートメント内などの比較的狭い空間全体にわたってワイヤ１９を敷設し、必要であれば
その後ワイヤを稼動させるための簡単なメカニズムを提供する。また、スリーブ１０は、
その中に保持されるワイヤの音響減衰特性を高め、したがってスリーブ１０の外部にノイ
ズが発生するのを抑える。
【００２５】
　同一の機能を達成する本発明の他の実施例は、如何なる最終的に許可される特許請求の
範囲内にも組み込まれることを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】その中に長い部材を保持する、本発明の１つの現在の好ましい実施例に従って構
成される自動巻き付き音響スリーブの概略斜視図である。
【図２】図１のスリーブを作製するための製造プロセスの１つの局面で用いられるニード
ルフェルト装置の概略側面図である。
【図３】図２の装置からの針の拡大平面図である。
【図４】本発明に従って構成されるスリーブに対して実施された１つの音響試験の結果を
示す棒グラフである。
【図５】本発明に従って構成されるスリーブに対して実施された別の音響試験の結果を示
す棒グラフである。
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